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第２号様式（第３条関係）

年 月 日

山梨県知事    殿

届出者           印

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）設置届

次のとおり養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）を設置したいので、老人福祉法第

１５条第３項の規定により届け出ます。

１ 施設の名称、種類及び所在地

２ 建物の規模及び構造並びに設備の概要

３ 施設の運営の方針

４ 入所定員

５ 職員の定数及び職務の内容

６ 施設の長その他主な職員の氏名

７ 事業開始の予定年月日

注 次の書類を添付すること。

（１） 地方独立行政法人が施設を設置しようとする場合にあつては、届出者の登記

事項証明書

（２） 建物の配置図、平面図及び立面図

（３） 市町村が施設を設置しようとする場合にあつては当該年度歳入歳出予算書

（又は抄本）、地方独立行政法人が施設を設置しようとする場合にあつては当

該年度収入支出予算書（又は抄本）

（４） 施設の長その他主な職員の履歴書

第2号様式（第 3条関係）
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三

第３号様式（第３条関係）

年 月 日

山梨県知事    殿

住 所

社会福祉法人名

代 表 者 氏 名        印

養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）設置認可申請書

次のとおり養護老人ホーム（特別養護老人ホーム）を設置したいので、老人福祉法施行

規則第３条第１項の規定により申請します。

１ 施設の名称、種類及び所在地

２ 建物の規模及び構造並びに設備の概要

３ 施設の運営の方針

４ 入所定員

５ 職員の定数及び職務の内容

６ 施設の長その他主な職員の氏名

７ 事業開始の予定年月日

注 次の書類を添付すること。

（１） 申請者の登記事項証明書

（２） 建物の配置図、平面図及び立面図

（３） 当該年度収入支出予算書（又は抄本）

（４） 施設の長その他主な職員の履歴書

第3号様式（第 3条関係）
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（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定

に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細

則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。


